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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成21年3月26日(2009.3.26)

【公開番号】特開2006-233965(P2006-233965A)
【公開日】平成18年9月7日(2006.9.7)
【年通号数】公開・登録公報2006-035
【出願番号】特願2006-30362(P2006-30362)
【国際特許分類】
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ   5/28     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  19/05     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０２Ｃ   7/00    　　　Ｄ
   Ｆ０２Ｃ   7/00    　　　Ｃ
   Ｆ０１Ｄ   5/28    　　　　
   Ｆ０１Ｄ  25/00    　　　Ｘ
   Ｃ２２Ｃ  19/05    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月6日(2009.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１のニッケル系超合金から製造された単結晶エーロフォイル（２２）を有するタービン
ブレード（２０）と、
　前記第１のニッケル系超合金とは異なる第２のニッケル系超合金であって、炭素、ホウ
素、ケイ素、ジルコニウム及びハフニウムの総量が０．１５重量％未満である第２のニッ
ケル系超合金から製造され、前記エーロフォイル（２２）の先端部に溶接された補修スク
ィーラチップ（４６）と
を備える修理済みガスタービンブレード（２０）。
【請求項２】
前記第２のニッケル系超合金における炭素、ホウ素、ケイ素、ジルコニウム及びハフニウ
ムの総量が０．１０重量％未満である、請求項１記載の修理済みガスタービンブレード（
２０）。
【請求項３】
前記第２のニッケル系超合金における炭素、ホウ素、ケイ素、ジルコニウム及びハフニウ
ムの総量が０．０５重量％未満である、請求項１記載の修理済みガスタービンブレード（
２０）。
【請求項４】
前記第２のニッケル系超合金が、重量％で、約１２．０％のコバルト、約６．８％のクロ
ム、約１．５％のモリブデン、約４．９％のタングステン、約２．８％のレニウム、約６
．３５％のタンタル、約６．１５％のアルミニウム、残部ニッケル、炭素、ホウ素、ケイ
素、ジルコニウム、ハフニウム及び不純物元素から成る公称組成を有する、請求項１記載
の修理済みガスタービンブレード（２０）。
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【請求項５】
前記第２のニッケル系超合金が、重量％で、約１４．０％のクロム、約９．５％のコバル
ト、約４．０％のモリブデン、約４．０％のタングステン、約３．０％のアルミニウム、
約５．０％のチタン、残部ニッケル、炭素、ホウ素、ケイ素、ジルコニウム、ハフニウム
及び不純物元素から成る公称組成を有する、請求項１記載の修理済みガスタービンブレー
ド（２０）。
【請求項６】
前記第２のニッケル系超合金が、重量％で、７．４～７．８％のクロム、５．３～５．６
％のタンタル、２．９～３．３％のコバルト、７．６～８．０％のアルミニウム、３．７
～４．０％のタングステン、１．５～１．８％のレニウム、残部ニッケル、炭素、ホウ素
、ケイ素、ジルコニウム、ハフニウム及び不純物元素から成る公称組成を有する、請求項
１記載の修理済みガスタービンブレード（２０）。
【請求項７】
前記第１のニッケル系超合金が、重量％で、約７．５％のコバルト、約７．０％のクロム
、約１．５％のモリブデン、約５％のタングステン、約３％のレニウム、約６．５％のタ
ンタル、約６．２％のアルミニウム、約０．１５％のハフニウム、約０．０５％の炭素、
約０．００４％のホウ素、約０．０１％のイットリウム、残部ニッケル及び少量元素から
成る公称組成、又は、重量％で、約１２．５％のコバルト、約４．２％のクロム、約１．
４％のモリブデン、約５．７５％のタングステン、約５．４％のレニウム、約７．２％の
タンタル、約５．７５％のアルミニウム、約０．１５％のハフニウム、約０．０５％の炭
素、約０．００４％のホウ素、約０．０１％のイットリウム、残部ニッケル及び付随不純
物から成る公称組成を有する、請求項１記載の修理済みガスタービンブレード（２０）。
【請求項８】
ガスタービンブレード（２０）を修理する方法であって、
　エーロフォイル（２２）先端部を有する単結晶エーロフォイル（２２）を有し、前記エ
ーロフォイル（２２）が第１のニッケル系超合金から製造され、供用に付されていたター
ビンブレード（２０）を用意する工程と、
　前記エーロフォイル（２２）の先端部から損傷した材料を除去する工程と、
　前記第１のニッケル系超合金とは異なる第２のニッケル系超合金であって、炭素、ホウ
素、ケイ素、ジルコニウム及びハフニウムの総量が０．１５重量％未満である第２のニッ
ケル系超合金を用意する工程と、
　第２のニッケル系超合金から製造された補修スクィーラチップ（４６）を前記エーロフ
ォイル（２２）の先端部に溶接する工程と
を含む方法。
【請求項９】
前記第２のニッケル系超合金を用意する工程が、炭素、ホウ素、ケイ素、ジルコニウム及
びハフニウムの総量が０．１０重量％未満であるニッケル系超合金組成を有する第２のニ
ッケル系超合金を調製することを含む、請求項８記載の方法。
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